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(57)【要約】
【課題】継続して適切な作業走行を行うことを目的とす
る。
【解決手段】原動機４の駆動力により走行しながら原動
機４の駆動力により作業を行う作業走行が可能な作業機
の走行制御装置であって、原動機４からの出力の回転数
を検出するセンサ３４と、回転数から作業負荷が高負荷
状態であるか否かを判定する負荷判定部４０と、作業負
荷が高負荷状態である場合に、所定の対応処置を行う制
御部４１とを備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原動機の駆動力により走行しながら前記原動機の駆動力により作業を行う作業走行が可
能な作業機の走行制御装置であって、
　前記原動機からの出力の回転数を検出するセンサと、
　前記回転数から作業負荷が高負荷状態であるか否かを判定する負荷判定部と、
　前記作業負荷が前記高負荷状態である場合に、所定の対応処置を行う制御部とを備える
走行制御装置。
【請求項２】
　前記高負荷状態は、前記作業走行が開始されてからの前記回転数が、所定の第１の回転
数より小さい状態が所定の第１の時間以上継続した状態である請求項１に記載の走行制御
装置。
【請求項３】
　前記高負荷状態は、前記回転数が、所定の第１の回転数以上になった後、所定の第２の
回転数より小さくなる状態である請求項１に記載の走行制御装置。
【請求項４】
　前記回転数は所定の第２の時間ごとに検出され、
　前記高負荷状態は、前記回転数が、所定の第１の回転数以上になった後、連続して検出
された所定の数の前記回転数の平均値が所定の第２の回転数より小さくなる状態である請
求項１に記載の走行制御装置。
【請求項５】
　前記所定の対応処置は、警報の報知である請求項１～４のいずれか一項に記載の走行制
御装置。
【請求項６】
　前記所定の対応処置は、前記原動機の停止である請求項１～５のいずれか一項に記載の
走行制御装置。
【請求項７】
　前記所定の対応処置は、所定の第１の距離だけ後進した後、再び前進を行う走行である
請求項１～５のいずれか一項に記載の走行制御装置。
【請求項８】
　前記作業は、作業領域の走行経路を順に走行しながら行われ、
　前記所定の対応処置は、走行中の前記走行経路を、走行済みの前記走行経路の方向に所
定の第２の距離ずらす走行である請求項１～５のいずれか一項に記載の走行制御装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の走行制御装置を備える草刈機。
【請求項１０】
　原動機の駆動力により走行しながら前記原動機の駆動力により作業を行う作業走行が可
能な作業機の走行制御方法であって、
　前記原動機からの出力の回転数を検出する工程と、
　前記回転数から作業負荷が所定の負荷以上に高い高負荷状態であるか否かを判定する工
程と、
　前記作業負荷が前記高負荷状態である場合に、所定の対応処置を行う工程とを備える走
行制御方法。
【請求項１１】
　前記高負荷状態は、前記作業走行が開始されてからの前記回転数が、所定の第１の回転
数より小さい状態が所定の第１の時間以上継続した状態である請求項１０に記載の走行制
御方法。
【請求項１２】
　前記高負荷状態は、前記回転数が、所定の第１の回転数以上になった後、所定の第２の
回転数より小さくなる状態である請求項１０に記載の走行制御方法。
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【請求項１３】
　前記回転数は所定の第２の時間ごとに検出され、
　前記高負荷状態は、前記回転数が、所定の第１の回転数以上になった後、連続して検出
された所定の数の前記回転数の平均値が所定の第２の回転数より小さくなる状態である請
求項１０に記載の走行制御方法。
【請求項１４】
　前記所定の対応処置は、警報の報知である請求項１０～１３のいずれか一項に記載の走
行制御方法。
【請求項１５】
　前記所定の対応処置は、前記原動機の停止である請求項１０～１４のいずれか一項に記
載の走行制御方法。
【請求項１６】
　前記所定の対応処置は、所定の第１の距離だけ後進した後、再び前進を行う走行である
請求項１０～１４のいずれか一項に記載の走行制御方法。
【請求項１７】
　前記作業は、作業領域の走行経路を順に走行しながら行われ、
　前記所定の対応処置は、走行中の前記走行経路を、走行済みの前記走行経路の方向に所
定の第２の距離ずらす走行である請求項１０～１４のいずれか一項に記載の走行制御方法
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行しながら作業を行う作業機の走行制御装置、走行制御方法および走行制
御装置を搭載する草刈機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　作業機の一例である草刈機は、エンジンの動力により車輪を駆動させて走行し、刈刃に
より草が刈り取られる。このような草刈機では、作業走行中のエンジン音等により、作業
者が草刈り中の負荷を判断し、走行速度を調整する等の対処を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２５３５１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　草刈機は、無線により操縦されたり、自動走行したりするものもある。このような草刈
機では、エンジン音等を確認することが困難であるため、作業者が草刈り中の負荷を判断
できず、適切な作業走行を行えない場合がある。
【０００５】
　上記問題点を解決するために、本発明は、継続して適切な作業走行を行うことを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施形態に係る走行制御装置は、原動機の駆動
力により走行しながら前記原動機の駆動力により作業を行う作業走行が可能な作業機の走
行制御装置であって、前記原動機からの出力の回転数を検出するセンサと、前記回転数か
ら作業負荷が高負荷状態であるか否かを判定する負荷判定部と、前記作業負荷が前記高負
荷状態である場合に、所定の対応処置を行う制御部とを備える。
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【０００７】
　このよう構成により、原動機の回転数によって容易に作業負荷を推定しながら、作業負
荷に基づいて適切な作業走行を行うことができる。つまり、作業負荷が高すぎる状態では
、作業が適切に行われなかったり、作業を行う作業装置が故障したりする場合がある。作
業負荷が所定の負荷より高い高負荷状態であることを判定し、高負荷状態である場合に、
適切な対応処置がとられることにより、適切に作業が行われ、作業装置の故障も抑制する
ことができる。その結果、継続して適切な作業走行が行われる。
【０００８】
　また、前記高負荷状態は、前記作業走行が開始されてからの前記回転数が、所定の第１
の回転数より小さい状態が所定の第１の時間以上継続した状態であっても良い。
【０００９】
　作業走行の開始時において、原動機の回転数が上がらない状態は、作業機に問題が生じ
ていたり、作業領域の状態が悪化していたりして、作業負荷が高くなっている状態である
可能性が高い。たとえば、作業走行の開始時において、作業走行が開始されてから所定の
時間（第１の時間）経過しても所定の回転数（第１の回転数）に到達しない場合、作業負
荷が高くなっていると推定できる。そのため、上記のような構成により、作業走行開始時
において、容易に作業負荷が高負荷状態になっていることを判定することができる。
【００１０】
　また、前記高負荷状態は、前記回転数が、所定の第１の回転数以上になった後、所定の
第２の回転数より小さくなる状態であっても良い。
【００１１】
　作業走行の開始時以外にも、作業走行中に原動機の回転数が所定の回転数（第２の回転
数）まで下がった状態は、作業領域の状態の変化等により作業負荷が高くなっている状態
である可能性が高い。そのため、上記のような構成により、作業走行中においても、容易
に作業負荷が高負荷状態になっていることを判定することができる。
【００１２】
　また、前記回転数は所定の第２の時間ごとに検出され、前記高負荷状態は、前記回転数
が、所定の第１の回転数以上になった後、連続して検出された所定の数の前記回転数の平
均値が所定の第２の回転数より小さくなる状態であっても良い。
【００１３】
　作業走行中は、作業領域の状態等は一定ではなく、たえず作業負荷は変化し、原動機の
回転数も変化している。そのため、上記のような構成により、作業走行中の原動機の回転
数を平均化することにより、実効的な回転数を算出でき、実際の作業走行に則した回転数
から正確な作業負荷を推定することができる。
【００１４】
　また、前記所定の対応処置は、警報の報知であっても良い。
【００１５】
　このような構成により、作業者は、作業負荷が高負荷状態であることを容易に認識する
ことができ、適切な対応を行う契機とすることができる。その結果、継続して適切な作業
走行が行われる。
【００１６】
　また、前記所定の対応処置は、前記原動機の停止であっても良い。
【００１７】
　このような構成により、高負荷状態での作業走行がそれ以上継続されることがなく、適
切な対応処理を行ってから作業走行を再開することができるため、適切な作業走行を継続
することができる。
【００１８】
　また、前記所定の対応処置は、所定の第１の距離だけ後進した後、再び前進を行う走行
であっても良い。
【００１９】
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　このような構成により、作業状態が悪化している等の原因によって作業負荷が高くなっ
ている領域から一旦後退し、作業走行が終了した領域を走行して勢いをつけた状態で作業
負荷が高くなっている領域の作業走行を再開することができ、適切な作業走行を行うこと
ができる可能性が向上する。また、高負荷状態またはそれに近い作業負荷で作業走行を行
った領域は、十分な作業ができていない可能性がある。上記のような構成により、このよ
うな領域を再び作業走行することができるため、十分な作業が行われなかった作業領域を
残す可能性を低減させることができる。以上により、適切な作業走行を継続することがで
きる。
【００２０】
　また、前記作業は、作業領域の走行経路を順に走行しながら行われ、前記所定の対応処
置は、走行中の前記走行経路を、走行済みの前記走行経路の方向に所定の第２の距離ずら
す走行であっても良い。
【００２１】
　作業走行において、十分な作業を行うことができず、作業負荷が高くなる場合がある。
また、作業走行は、走行経路を順に走行して行うため、２列目の走行経路以降を走行する
際は、隣り合う走行経路の少なくとも１つはすでに作業走行を終えた領域となる。そのた
め、上記のような構成により、走行経路をすでに作業走行を終えた走行経路側にずらすこ
とにより、作業走行中の作業幅を削減することができるため、作業負荷を低減することが
できる。その結果、適切な作業走行を継続することができる。
【００２２】
　さらに、本発明の一実施形態に係る草刈機は、前記走行制御装置を備える。
【００２３】
　このような構成により、継続して適切な草刈走行が行われる草刈機を提供することがで
きる。
【００２４】
　さらに、本発明の一実施形態に係る走行制御方法は、原動機の駆動力により走行しなが
ら前記原動機の駆動力により作業を行う作業走行が可能な作業機の走行制御方法であって
、前記原動機からの出力の回転数を検出する工程と、前記回転数から作業負荷が所定の負
荷以上に高い高負荷状態であるか否かを判定する工程と、前記作業負荷が前記高負荷状態
である場合に、所定の対応処置を行う工程とを備える。
【００２５】
　このよう構成により、原動機の回転数によって容易に作業負荷を推定しながら、作業負
荷に基づいて適切な作業走行を行うことができる。つまり、作業負荷が高すぎる状態では
、作業が適切に行われなかったり、作業を行う作業装置が故障したりする場合がある。作
業負荷が所定の負荷より高い高負荷状態であることを判定し、高負荷状態である場合に、
適切な対応処置がとられることにより、適切に作業が行われ、作業装置の故障も抑制する
ことができる。その結果、継続して適切な作業走行が行われる。
【００２６】
　また、前記高負荷状態は、前記作業走行が開始されてからの前記回転数が、所定の第１
の回転数より小さい状態が所定の第１の時間以上継続した状態であっても良い。
【００２７】
　作業走行の開始時において、原動機の回転数が上がらない状態は、作業機に問題が生じ
ていたり、作業領域の状態が悪化していたりして、作業負荷が高くなっている状態である
可能性が高い。たとえば、作業走行の開始時において、作業走行が開始されてから所定の
時間（第１の時間）経過しても所定の回転数（第１の回転数）に到達しない場合、作業負
荷が高くなっていると推定できる。そのため、上記のような構成により、作業走行開始時
において、容易に作業負荷が高負荷状態になっていることを判定することができる。
【００２８】
　また、前記高負荷状態は、前記回転数が、所定の第１の回転数以上になった後、所定の
第２の回転数より小さくなる状態であっても良い。
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【００２９】
　作業走行の開始時以外にも、作業走行中に原動機の回転数が所定の回転数（第２の回転
数）まで下がった状態は、作業領域の状態の変化等により作業負荷が高くなっている状態
である可能性が高い。そのため、上記のような構成により、作業走行中においても、容易
に作業負荷が高負荷状態になっていることを判定することができる。
【００３０】
　また、前記回転数は所定の第２の時間ごとに検出され、前記高負荷状態は、前記回転数
が、所定の第１の回転数以上になった後、連続して検出された所定の数の前記回転数の平
均値が所定の第２の回転数より小さくなる状態であっても良い。
【００３１】
　作業走行中は、作業領域の状態等は一定ではなく、たえず作業負荷は変化し、原動機の
回転数も変化している。そのため、上記のような構成により、作業走行中の原動機の回転
数を平均化することにより、実効的な回転数を算出でき、実際の作業走行に則した回転数
から正確な作業負荷を推定することができる。
【００３２】
　また、前記所定の対応処置は、警報の報知であっても良い。
【００３３】
　このような構成により、作業者は、作業負荷が高負荷状態であることを容易に認識する
ことができ、適切な対応を行う契機とすることができる。その結果、継続して適切な作業
走行が行われる。
【００３４】
　また、前記所定の対応処置は、前記原動機の停止であっても良い。
【００３５】
　このような構成により、高負荷状態での作業走行がそれ以上継続されることがなく、適
切な対応処理を行ってから作業走行を再開することができるため、適切な作業走行を継続
することができる。
【００３６】
　また、前記所定の対応処置は、所定の第１の距離だけ後進した後、再び前進を行う走行
であっても良い。
【００３７】
　このような構成により、作業状態が悪化している等の原因によって作業負荷が高くなっ
ている領域から一旦後退し、作業走行が終了した領域を走行して勢いをつけた状態で作業
負荷が高くなっている領域の作業走行を再開することができ、適切な作業走行を行うこと
ができる可能性が向上する。また、高負荷状態またはそれに近い作業負荷で作業走行を行
った領域は、十分な作業ができていない可能性がある。上記のような構成により、このよ
うな領域を再び作業走行することができるため、十分な作業が行われなかった作業領域を
残す可能性を低減させることができる。以上により、適切な作業走行を継続することがで
きる。
　また、前記作業は、作業領域の走行経路を順に走行しながら行われ、前記所定の対応処
置は、走行中の前記走行経路を、走行済みの前記走行経路の方向に所定の第２の距離ずら
す走行であっても良い。
【００３８】
　作業走行において、十分な作業を行うことができず、作業負荷が高くなる場合がある。
また、作業走行は、走行経路を順に走行して行うため、２列目の走行経路以降を走行する
際は、隣り合う走行経路の少なくとも１つはすでに作業走行を終えた領域となる。そのた
め、上記のような構成により、走行経路をすでに作業走行を終えた走行経路側にずらすこ
とにより、作業走行中の作業幅を削減することができるため、作業負荷を低減することが
できる。その結果、適切な作業走行を継続することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
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【図１】草刈機の全体右側面図である。
【図２】草刈機の全体平面図である。
【図３】エンジンから車輪及び刈刃への伝動系を示す伝動系図である。
【図４】センサの配置構成を示す図である。
【図５】制御装置と各部の連係状態を示す概略図である。
【図６】走行制御装置の構成例を示すブロック図である。
【図７】走行制御方法の構成例を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１～図６に、作業機の一例として、無線操縦による遠隔操作型の草刈機が示されてい
る。図１～図６において、「Ｆ」は草刈機の前方向を示し、「Ｂ」は草刈機の後方向を示
している。「Ｕ」は草刈機の上方向を示し、「Ｄ」は草刈機の下方向を示している。「Ｒ
」は草刈機の右方向を示し、「Ｌ」は草刈機の左方向を示している。
【００４１】
（草刈機の全体構成）
　図１及び図２に示すように、草刈機において、刈刃ハウジング１が備えられて、刈刃ハ
ウジング１に刈刃２が収容されており、刈刃ハウジング１に伝動ケース３及びエンジン４
（原動部に相当）が支持されている。
【００４２】
　刈刃ハウジング１の前後方向の一方側の右の車輪５及び左の車輪６、刈刃ハウジング１
の前後方向の他方側の右の車輪５及び左の車輪６が備えられて、車輪５，６により刈刃ハ
ウジング１が支持されている。また、伝動ケース３及びエンジン４等の上側を覆うカバー
７が備えられている。
【００４３】
（刈刃及びエンジンに関する構成）
　図１及び図２に示すように、前側及び後側のフレーム８が、左右方向に沿って刈刃ハウ
ジング１に連結されており、フレーム９が、前後方向に沿って前側及び後側のフレーム８
に亘って連結されている。
【００４４】
　伝動ケース３がフレーム９に連結されて刈刃ハウジング１に支持されており、伝動ケー
ス３から下向きに延出された刈刃支持部３ａが、刈刃ハウジング１に挿入されている。伝
動ケース３の刈刃支持部３ａに、刈刃２が回転可能な状態で支持されて、刈刃２が刈刃ハ
ウジング１に収容されている。
【００４５】
　図１，図２，図３に示すように、刈刃２は、円板状の支持板２ａと、支持板２ａの外周
部の複数個所において上下方向の軸芯Ｐ２周りに自由回転可能な状態で支持された刃部２
ｂとを備えている。
【００４６】
　刈刃ハウジング１の内部で刈刃２が回転駆動されると、刈刃２により地面の小石等が跳
ね飛ばされて、刈刃ハウジング１の外側に飛散することがあるので、図１及び図２に示す
ように、刈刃ハウジング１からの飛散物を止める右及び左のカバー部５０が、刈刃ハウジ
ング１の右部及び左部に備えられている。
【００４７】
　図１及び図２に示すように、エンジン４が、刈刃ハウジング１の右部に位置するように
フレーム８に連結されて刈刃ハウジング１に支持されている。
　平面視で、エンジン４が刈刃ハウジング１の左右中央ＣＬから右側に変位して配置され
た状態となっており、エンジン４が右の車輪５の間に配置されている。前後方向視で、右
の車輪５の上部と、エンジン４の下部とが重複するように、エンジン４が低い位置に配置
されている。
【００４８】
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（刈刃への伝動構造）
　図３に示すように、エンジン４の出力軸４ａの動力が、伝動ケース３の内部の遠心クラ
ッチ１６及びブレーキ１７を介して、伝動軸１８に伝達され、伝動軸１８から伝動ベルト
１９を介して発電機２０に伝達される。
【００４９】
　伝動ケース３の内部において、伝動軸１８の動力が伝動軸２１に伝達され、伝動軸２１
の動力が、刈刃クラッチ２２を介して、伝動ケース３の刈刃支持部３ａの内部に支持され
た刈刃駆動軸２３に伝達される。
【００５０】
　刈刃駆動軸２３の下部に、刈刃２（支持板２ａ）が連結されており、刈刃２が回転駆動
される。刈刃クラッチ２２は、刈刃ハウジング１に支持された刈刃クラッチレバー（図示
せず）により、伝動状態及び遮断状態に操作することができる。
【００５１】
（車輪の支持構造及び伝動構造）
　図３に示すように、伝動ケース３の内部において、伝動軸２１にウォーム機構２４が備
えられている。伝動軸２１の動力が、ウォーム機構２４から伝動軸２５、変速装置２６、
伝動軸２７を介して、前後進切換装置２８に伝達される。伝動ケース３の外部において、
前後進切換装置２８の動力が、トルクリミッター２９及び伝動チェーン３０を介して、伝
動軸３１に伝達される。
【００５２】
　変速装置２６は、シフト部材のスライド操作により、低速状態及び高速状態に変速可能
であり、刈刃ハウジング１に支持された変速レバー（図示せず）により、低速状態及び高
速状態に操作することができる。前後進切換装置２８は、シフト部材のスライド操作によ
り、前進状態及び後進状態、中立状態に操作可能である。
【００５３】
　図１，図２，図３に示すように、刈刃ハウジング１の前部の右部及び左部に伝動軸３２
が上下方向に支持され、刈刃ハウジング１の後部の右部及び左部に伝動軸３２が、上下方
向の軸芯Ｐ１に沿って支持されており、伝動軸３１の動力が伝動軸３２に伝達される。
【００５４】
　図１及び図２に示すように、右の車輪支持ケース１０が、刈刃ハウジング１の前部及び
後部の右部において、上下方向に支持された伝動軸３２（軸芯Ｐ１）周りに操向可能な状
態で支持されている。左の車輪支持ケース１１が、刈刃ハウジング１の前部及び後部の左
部において、上下方向に支持された伝動軸３２（軸芯Ｐ１）周りに操向可能な状態で支持
されている。
【００５５】
　図１，図２，図３に示すように、右及び左の車輪支持ケース１０，１１に車軸３３が支
持されて、車軸３３に車輪５，６が連結されており、伝動軸３２の動力が車軸３３に伝達
されて、車輪５，６が回転駆動される。
【００５６】
　図１及び図２に示すように、右及び左の車輪支持ケース１０，１１のアーム１０ａ，１
１ａに亘ってタイロッド１２が接続されている。刈刃ハウジング１に取り付けられた第１
操向モータ１３（図５参照）と、右の車輪支持ケース１０のアーム１０ｂとに亘って、ロ
ッド１５が接続されており、第１操向モータ１３により、刈刃ハウジング１の前後方向の
一方側の右及び左の車輪５，６が操向操作される。
【００５７】
　刈刃ハウジング１に取り付けられた第２操向モータ１４（図５参照）と、左の車輪支持
ケース１１のアーム１１ｂとに亘って、ロッド１５が接続されており、第２操向モータ１
４により、刈刃ハウジング１の前後方向の他方側の右及び左の車輪５，６が操向操作され
る。
【００５８】
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　また、エンジン４の出力軸４ａには、エンジンの出力回転数を計測するセンサ３４が設
けられる。
【００５９】
　図４に示すように、センサ３４は、出力軸４ａの回転に伴って回転するように、出力軸
４ａに設けられるギア３５と、出力軸４ａを中心に公転するギア３５の歯３５ａの軌道の
近傍に設けられる回転センサ３６とを有する。ギア３５は、周囲に複数の歯３５ａを有し
、出力軸４ａの回転に伴い、出力軸４ａの軸芯を中心に歯３５ａが公転するように回転す
る。回転センサ３６は、所定の時間の間にギア３５上の一点を通過する歯３５ａの数を測
定することにより、出力軸４ａの回転数を計測する。
【００６０】
（草刈機の無線操縦）
　この草刈機は、無線操縦による遠隔操作型である。
　図５に示すように、草刈機は、刈刃ハウジング１に、制御装置４４、受信機４５及び作
業者が操作する運転停止スイッチ４６、エンジン４のアクセル４ｂ及びブレーキ１７を操
作するアクセルモータ４７、前後進切換装置２８を操作する前後進モータ４８を備える。
【００６１】
　エンジン４のアクセル４ｂはバネ（図示せず）によって低速側（アイドリング側）に付
勢されており、ブレーキ１７はバネ（図示せず）により制動側に付勢されている。
　エンジン４のアイドリング状態で、遠心クラッチ１６（図３参照）が遮断状態であり、
ブレーキ１７が制動状態である。アクセルモータ４７により、ブレーキ１７が解除状態に
操作され、エンジン４のアクセル４ｂが高速側に操作されて、遠心クラッチ１６（図３参
照）が伝動状態となる。
【００６２】
　制御装置４４によって、第１操向モータ１３、第２操向モータ１４、アクセルモータ４
７、前後進モータ４８が操作されるのであり、受信機４５及び運転停止スイッチ４６の操
作信号が制御装置４４に入力されている。
【００６３】
　作業者が操作する送信機４９の操作信号を受信機４５が受信し、送信機４９（受信機４
５）の操作信号に基づいて、制御装置４４が第１操向モータ１３、第２操向モータ１４、
アクセルモータ４７、前後進モータ４８を操作する。
【００６４】
　第１操向モータ１３により、刈刃ハウジング１の前後方向の一方側の右及び左の車輪５
，６を操向操作する場合、及び、第２操向モータ１４により、刈刃ハウジング１の前後方
向の他方側の右及び左の車輪５，６を操向操作する場合、以下の（１）～（４）に記載の
第１操向モード、第２操向モード、同位相モード、逆位相モードを、送信機４９によって
選択することができる。
【００６５】
（１）他方側の右及び左の車輪５，６を直進位置に固定した状態で、第１操向モータ１３
により一方側の右及び左の車輪５，６を操向操作する第１操向モード。
（２）一方側の右及び左の車輪５，６を直進位置に固定した状態で、第２操向モータ１４
により他方側の右及び左の車輪５，６を操向操作する第２操向モード。
【００６６】
（３）第１操向モータ１３及び第２操向モータ１４により、一方側及び他方側の右及び左
の車輪５，６を同じ向きに操向操作して草刈機を平行移動させる同位相モード。
（４）第１操向モータ１３及び第２操向モータ１４により、一方側及び他方側の右及び左
の車輪５，６を互いに逆向きに操向操作して草刈機を小回り旋回させる逆位相モード。
【００６７】
　斜面の草刈り作業を行う場合、斜面の一方の端部から他方の端部に亘って、斜面の等高
線に沿う走行経路を走行しながら草刈り作業を行い、草刈機が斜面の他方の端部に達する
と、草刈機を斜面に沿って少し下側又は上側に移動させ、斜面の他方の端部から一方の端
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部に亘って、斜面の等高線に沿う別の走行経路走行しながら草刈り作業を行うという作業
を繰り返すことがある。なお、互いに隣接する走行経路は、幅方向において、所定の範囲
でオーバーラップさせて設定されることが好ましい。圃場のうねりや異物の存在により、
走行経路がずれる場合があり、刈り残しが発生する場合がある。走行経路にオーバーラッ
プを設けることにより、多少走行経路を外れて走行しても、刈り残しを抑制することがで
きる。
【００６８】
　前述の草刈り作業において、本実施形態の草刈機は、エンジン４側の右の車輪５が斜面
の山側（上側）となり、エンジン４とは反対側の左の車輪６が斜面の谷側（下側）となる
状態で、等高線に沿って走行すれば良い。
【００６９】
　草刈機が斜面の一方（他方）の端部に達した場合、前述の（１）～（４）に記載の第１
操向モード、第２操向モード、同位相モード、逆位相モードのうちの一つに基づいて、草
刈機の操向操作を行い、草刈機の前後進操作を行って、草刈機を斜面に沿って少し下側又
は上側に移動させれば良い。
【００７０】
（ステアリングアシスト制御）
　このような作業走行において、ステアリングアシスト制御が行われても良い。ステアリ
ングアシスト制御は、最初の走行経路を自動走行した後、２列目以降の走行経路を、最初
の走行経路に倣って生成して自動走行する制御である。
【００７１】
　例えば、最初の走行経路の走行において、図示しないカメラにより圃場のカメラ画像を
取得し、草刈りを行った領域の草刈跡が検出されて、圃場のエッジ部分や傾斜が検出され
る。次に、草刈機の傾きや変位量が検出される。次に、草刈跡の検出結果と草刈機の傾き
や変位量から、自動的に操向操作が行われ、作業走行が行われる。そして、草刈跡が検出
されなくなることを認識することにより、最初の走行経路の走行が終了したことが検出さ
れ、２列目以降の走行経路に作業走行が移行される。２列目の走行経路は、最初の走行経
路に倣って自動的に生成され、以後、この走行経路に沿って、最初の走行経路と同様に自
動的に作業走行が行われる。
【００７２】
（草刈負荷に応じた走行制御）
　図６に示すように、本実施形態の草刈機は、負荷判定部４０と制御部４１とを備える。
なお、負荷判定部４０および制御部４１は、ＥＵＣやＣＰＵ等のプロセッサを含むハード
ウェアで構成することもできるし、少なくとも一部の機能をソフトウェアで構成すること
もできる。また、負荷判定部４０および制御部４１は一つの機能部で構成することもでき
るし、複数の機能部を組み合わせて負荷判定部４０および制御部４１を構成することもで
きる。また、制御部４１または、負荷判定部４０および制御部４１は、前述の制御装置４
４により実現されても良い。
【００７３】
　負荷判定部４０は、センサ３４から、エンジン４からの出力回転数として、エンジン４
の出力軸４ａの回転数（以下、単に回転数と称す）を取得する。負荷判定部４０は、取得
した回転数から、草刈負荷を算出し、草刈負荷が高負荷状態であるか否かを判定する。負
荷判定部４０は、判定結果を制御部４１に送信する。
【００７４】
　制御部４１は、車内ＬＡＮ等を介して、報知部４２、エンジン４、前後進モータ４８、
アクセルモータ４７、第１操向モータ１３、第２操向モータ１４と、これらを制御可能な
状態で接続される。制御部４１は、負荷判定部４０から受信した判定結果に基づいて、走
行状態を制御する。具体的には、高負荷状態である場合、制御部４１は、報知部４２、エ
ンジン４、前後進モータ４８、アクセルモータ４７、第１操向モータ１３、第２操向モー
タ１４のうちのいずれか、またはこれらの組み合わせを制御して、高負荷状態を回避可能
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な対応処置を行う。
【００７５】
　以下、図６，図７を用いて、高負荷状態の判定、および対応処置の具体例を説明する。
【００７６】
　作業走行が開始されると（図７のステップ＃１）、負荷判定部４０は、センサ３４から
受信した回転数から、草刈負荷が高負荷状態であるか否かを判定する。
【００７７】
　負荷判定部４０は、まず、第１の回転数に到達したか否かを判定する（図７のステップ
＃２）。
【００７８】
　第１の回転数に到達していない場合（図７のステップ＃２＝Ｎｏ）、負荷判定部４０は
、第１の回転数に到達していない状態が第１の時間継続しているか否かを判定する（図７
のステップ＃３）。第１の回転数に到達していない状態が第１の時間継続していない場合
（図７のステップ＃３＝Ｎｏ）、作業走行を開始してから第１の回転数に到達したか否か
を判定する処理（図７のステップ＃２）に戻る。
【００７９】
　第１の回転数に到達していない状態が第１の時間継続している場合（図７のステップ＃
３＝Ｙｅｓ）、負荷判定部４０は高負荷状態であると判定する（図７のステップ＃４）。
作業走行を開始してから、所定の時間経過しても回転数が所定の回転数に上がらない場合
、草の密度が高すぎて草刈りが困難（草の抵抗が高い）になっていたり、圃場の異物によ
り刃部２ｂが高い抵抗を受けたりして、草刈負荷が高くなっていると推定できる。そのた
め、第１の回転数に到達していない状態が第１の時間継続している場合、負荷判定部４０
は高負荷状態であると判定する。
【００８０】
　作業走行を開始してから第１の時間以内に第１の回転数に到達している場合（図７のス
テップ＃２＝Ｙｅｓ）、負荷判定部４０は、その後、回転数が第２の回転数に低下したか
否かを判定する（図７のステップ＃５）。回転数が第２の回転数に低下していない場合（
図７のステップ＃５＝Ｎｏ）、回転数が第２の回転数に低下したか否かを継続的に判定す
る。
【００８１】
　回転数が第２の回転数に低下している場合（図７のステップ＃５＝Ｙｅｓ）、負荷判定
部４０は高負荷状態であると判定する（図７のステップ＃４）。第１の回転数に到達して
から回転数が第２の回転数に低下した場合、草の密度が高すぎたり圃場の異物により刃部
２ｂが高い抵抗を受けたりして、草刈り作業を行う作業領域の状態により草刈負荷が高く
なっていると推定できる。そのため、回転数が第２の回転数に低下している場合、負荷判
定部４０は高負荷状態であると判定する。
【００８２】
　ここで、作業走行を開始してから第１の時間以内に第１の回転数に到達したあと、セン
サ３４は所定の時間間隔で回転数の検出を行い、負荷判定部４０は、所定の回数連続して
測定された回転数の平均値を算出しても良い。そして、負荷判定部４０は、この回転数の
平均値が第２の回転数に低下したか否かを判定しても良い（図７のステップ＃５）。
【００８３】
　高負荷状態であると判定された場合、制御部４１は、草刈負荷を抑制するために、所定
の対応処置を行う（図７のステップ＃６）。例えば、制御部４１は、報知部４２に高負荷
状態である旨の警報を報知させる。このような警報により、作業者は草刈機が高負荷状態
であることを認識でき、作業者は、エンジン４の回転数を上げたり、走行速度を減速させ
たり、走行経路を変更したり等の対応処置を行うことができる。その結果、継続して適切
な作業走行を行うことが可能となる。なお、報知部４２は、例えば、スピーカー（図示せ
ず）であり、スピーカーから発する警報音により高負荷状態である旨の警報が行われる。
また、報知部４２はランプ（図示せず）等であっても良く、この場合、ランプが点灯する
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ことにより高負荷状態である旨の警報が行われる。また、報知部４２は表示装置（図示せ
ず）であっても良く、この場合、表示装置に高負荷状態である旨の表示が行われることに
より、高負荷状態である旨の警報が行われる。なお、報知部４２は、スピーカー、ランプ
、表示装置が任意に組み合わされて用いられても良い。
【００８４】
　制御部４１は、他にも対応処置として、エンジン４を停止させたり、草刈機を一旦後進
させたり、走行経路を変更したりすることができる。
【００８５】
　草刈機を一旦後進させる対応処置は、制御部４１がエンジン４、アクセルモータ４７お
よび前後進モータ４８を制御して、草刈機を一旦後進させた後、再び前進させる処置であ
る。このように草刈機を一旦後進させることにより、既に草刈りが終了した領域を走行さ
せて勢いをつけてから草刈り作業を開始することができ、草刈負荷を低減させて、継続し
て適切な作業走行を行うことが可能となる。また、草刈負荷が高くなっている場合は、草
刈りが十分にできていない可能性がある。草刈機を一旦後進させた後、再び前進させるこ
とにより、草刈りが十分にできていない可能性がある領域に対して再度草刈走行（作業走
行）することができるため、刈り残しを抑制して、適切な草刈作業を継続することが可能
となる。
【００８６】
　走行経路を変更する対応処置は、制御部４１が第１操向モータ１３および第２操向モー
タ１４を制御して、現在走行中の走行経路を、既に草刈りが終了した領域（走行経路）側
に所定の距離だけ移動させる処置である。現在の走行経路に隣接して既に草刈り作業が終
了した領域が存在する場合、この領域側に移動して作業走行を行うと、作業中の走行経路
において、幅方向における未作業領域が減少する。その結果、作業走行中に幅方向におい
て刈り取る必要のある草が減少し、草刈負荷が減少することになる。その結果、継続して
適切な作業走行を行うことが可能となる。
【００８７】
　なお、制御部４１は、警報の報知を行ってからエンジン４を停止させても良い。また、
制御部４１は、警報の報知、草刈機を一旦後進させる処置、走行経路の変更を適宜組み合
わせて実施しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、無線操縦による遠隔操作型の作業機ばかりではなく、レーダーセンサー等に
より樹木等の障害物を検出して、障害物を避けながら自動的に走行する自律走行型の作業
機や、機体から長い操縦ハンドルを延出して、作業者が操縦ハンドルを持って各種の操作
を行う歩行型の作業機、乗用型の作業機等の様々な作業機にも適用できる。
【００８９】
　本発明は、草刈機ばかりではなく、地面の耕耘を行う耕耘装置を備えた作業機や、薬剤
や水等を散布する散布装置を備えた作業機等にも適用できる。
【符号の説明】
【００９０】
　　４　　エンジン（原動機）
　３４　　センサ
　４０　　負荷判定部
　４１　　制御部
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